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指定管理者を募集します
　市では、公の施設の管理に指定管理者制度を導入しています。このたび、本庄市老人福祉センターつきみ荘・
本庄市民文化会館・本庄市インフォメーションセンターの３施設について、それぞれ平成27年４月以降に管理
運営する団体を募集します。
　詳しくは、各担当部署で配布する募集要項及び市ホームページをご覧ください。

指定期間　平成27年４月１日～平成30年３月31日（３年間）
募 集要項などの配布期間　７月７日㈪～22日㈫　午前９時～正午、午
後１時～４時30分（土・日・休日を除く）
募集要項などの配布場所・申請書の提出先
　①本庄市老人福祉センターつきみ荘　介護いきがい課（市役所１階）
　②本庄市民文化会館　生涯学習課（中央公民館内）
　③本庄市インフォメーションセンター　商工課（市役所４階）
申 請の受付期間　８月５日㈫～25日㈪　午前９時～正午、午後１時～
４時30分（土・日を除く）
※申請は持参に限ります。事前にご連絡のうえ、お越しください。

　高齢者の福祉の増進を図ることを目的として設
置された施設です。高齢者の健康増進や教養の向
上のための事業を幅広く実施しています。

現地説明会を開催します

指定管理者の行う業務
・施設等の利用の許可等に関する業務
・施設等の維持管理に関する業務
・管理上、市長が必要と認める業務
施設の概要

★介護いきがい課☎㉕１１２７

所 在 地 沼和田127番地１
設置時期 昭和58年５月

建物概要

構　　造　鉄筋コンクリート造一部２階建
敷地面積　9,413㎡
建物面積　1,296.77㎡
施設内容　大広間、機能回復訓練室、浴室２、

厨房、教養娯楽室３
そ の 他 入浴施設利用を休止中

開催日　７月25日㈮
※参加には事前申込が必要です。開
催時間など、詳しくは各担当部署
で配布する募集要項及び市ホーム
ページでご確認ください。

　市民文化の向上、住民福祉の増進を図ることを
目的として設置された施設です。コンサートなど
の催し物や会議など、幅広く利用されています。

指定管理者の行う業務
・施設等の利用の許可等に関する業務
・施設等の維持管理に関する業務
・管理上、市長が必要と認める業務

施設の概要

★生涯学習課☎㉒２７９８

所 在 地 北堀1422番地３
設置時期 昭和56年１月

建物概要

構　　造　鉄筋コンクリート造３階建塔屋付
敷地面積　11,643.09㎡
建物面積　5,507.49㎡
施設内容　ホール（1,200席）、会議室６、
　　　　　多目的ホール２、レストラン１

つきみ荘・文化会館・インフォメーションセンターの

①本庄市老人福祉センターつきみ荘

②本庄市民文化会館
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　ＪＲ高崎線本庄駅に併設し、駅利用者の利便の
向上、市内観光の情報発信、市民の催物などの場
を提供し、市民の文化の向上と福祉の増進を図る
ことを目的として設置された施設です。

指定管理者の行う業務
・センターの管理及び施設の利用許可
・センターの施設及び設備等の維持管理
・本庄市内の観光案内及び施設案内等
・管理上、市長が必要と認める業務
施設の概要

★商工課☎㉕１１７４

所 在 地 本庄市駅南２丁目１番４号
設置時期 平成７年９月

建物概要

構　　造　 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造地
下１階地上３階建の一部（複合施
設３階部分）

建物面積　578㎡（３階部分）
施設内容　 待合室、インフォメーションコー

ナー（観光物産品販売所）、多目
的室、倉庫

日
程　

7
月
24
日
㈭
（
申
込
先

①
）、
26
日
㈯
（
申
込
先
②
）

※
２
回
開
催
し
ま
す
の
で
、
ど
ち

ら
か
１
回
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

時
間　

午
前
９
時
〜
正
午

会
場　

小
山
川
水
循
環
セ
ン
タ
ー

（
東
五
十
子
３
８
２―

１
）

内
容

・
下
水
道
施
設
の
見
学
（
下
水
を

き
れ
い
に
す
る
仕
組
み
に
つ
い

て
）

・
水
質
実
験
の
体
験
（
顕
微
鏡
で

の
微
生
物
観
察
な
ど
）

対
象　

小
学
生
と
そ
の
保
護
者

定
員　

①
、
②
そ
れ
ぞ
れ
10
組
20

人
（
先
着
順
）

費
用　

無
料

申
込　

７
月
７
日
㈪
か
ら
18
日
㈮

ま
で
に
電
話
で
左
記
へ
（
土
・

日
・
休
日
を
除
く
午
前
９
時
か

ら
午
後
５
時
ま
で
受
付
）

申
込
先

①
（
公
財
）
埼
玉
県
下
水
道
公
社

荒
川
左
岸
北
部
支
社
小
山
川
支

所
☎
㉑
７
９
９
７

②
市
下
水
道
課
☎
㉕
１
１
４
６

　

昔
か
ら
、
朝
夕
に
庭
先
や
玄
関
先
に
打
ち
水
を
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
水
は
蒸

発
す
る
と
き
に
熱
を
奪
う
た
め
、
打
ち
水
を
す
る
と
涼
し
く
な
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、

こ
の
夏
、
懸
念
さ
れ
る
消
費
電
力
不
足
に
対
応
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
７
月
23
日
㈬
大
暑
か
ら
８
月
23
日
㈯
処
暑
の
間
、「
打
ち
水
を
本
庄
の
風

物
詩
に
し
よ
う
」
を
合
言
葉
に
、
み
な
さ
ん
の
家
庭
や
職
場
で
も
打
ち
水
を
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

【
打
ち
水
を
す
る
際
の
注
意
事
項
】

　

道
路
で
打
ち
水
を
す
る
と
き
は
、
自
動
車
や
歩
行
者
の
通
行
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ

う
交
通
事
故
に
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

★
下
水
道
課
☎
㉕
１
１
４
６

　

市
民
の
み
な
さ
ん
、
一
斉
に
打

ち
水
を
し
ま
せ
ん
か
。

　

当
日
は
イ
ベ
ン
ト
会
場
を
次
の

と
お
り
設
け
ま
す
。バ
ケ
ツ
や
じ
ょ

う
ろ
に
水
を
入
れ
て
お
集
ま
り
く

だ
さ
い
。

日 

時　

８
月
１
日
㈮　

午
後
３
時

30
分
〜
（
雨
天
中
止
）

場
所　

市
役
所
玄
関
前
広
場

 

※
イ
ベ
ン
ト
会
場
本
部
で
は
、
打

ち
水
終
了
後
に
記
念
品
を
差
し
上

げ
ま
す
。（
数
量
限
定
）

市
民
一
斉
打
ち
水
大
作
戦
を

行
い
ま
す

夏
休
み
の
自
由
研
究
に
ピ
ッ
タ
リ

③本庄市インフォメーションセンター


